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教育委員会事務局　　1／6

現                   行 改　　　正　　　案

総務部 総務部

企画課 担当係長〔企画〕

担当係長〔調整〕

令和２年４月１日施行

【併任先：健康福祉局
地域包括ケア推進室】

廃止
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現                   行 改　　　正　　　案

令和２年４月１日施行

総務部 （仮）教育政策室

担当課長 担当係長〔企画〕
担当課長 担当係長 〔企画調整〕
（人権・共生教育担当）

担当係長〔調整〕
担当部長

担当課長 担当課長
〔共生・共育〕 〔政策推進〕

担当課長 担当係長 担当課長 担当係長
〔区教育・調整〕 〔区教育・事業調整〕

担当課長 担当係長 担当課長 担当係長
※平成32年3月31日までの時限的応援体制 〔人権・多文化共生教育〕

※平成32年3月31日までの時限的応援体制 担当課長 担当係長
（教育改革推進担当） ※令和3年3月31日までの時限的応援体制

※令和3年3月31日までの時限的応援体制

担当課長（兼）
〔高校改革〕
【兼務元：学校教育部指導課担当
課長〔指導・調整〕】

〔働き方・仕事
の進め方改革〕

〔働き方・仕事
の進め方改革〕

【併任先：健康福祉局
地域包括ケア推進室】

廃止

廃止
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令和２年４月１日施行

学校教育部 学校教育部

指導課 指導事務係 指導課 指導事務係

支援教育係 支援教育係

担当課長②〔指導・調整〕 担当課長②〔指導・調整〕

担当課長（支援教育企画・調整）
担当課長（支援教育企画・調整）

担当課長（支援学校）
担当課長（支援学校）

担当課長（小中高等学校支援教育）
担当課長（小中高等学校支援教育）

担当部長〔（仮）支援教育〕

【併任先：健康福祉局地域包括ケ
ア推進室担当部長①】

【併任先：健康福祉局地域
包括ケア推進室担当課長①】

【兼務先：（仮称）教育政策室担当課長①〔高校改革〕】

【併任先：健康福祉局地域包括ケ
ア推進室担当部長①】

【併任先：健康福祉局地域
包括ケア推進室担当課長①】
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令和２年４月１日施行

生涯学習部 生涯学習部

生涯学習推進課 企画係 生涯学習推進課 企画係

振興係 担当係長②
〔社会教育施設整備担当〕

担当係長② ※令和3年3月31日までの時限的応援体制

〔地域教育・寺子屋事業推進〕
※平成32年3月31日までの時限的応援体制

担当係長
〔社会教育施設整備担当〕
※平成32年3月31日までの時限的応援体制

担当課長〔社会教育施設整備担当〕 担当課長〔社会教育施設整備担当〕
※平成32年3月31日までの時限的応援体制 ※令和3年3月31日までの時限的応援体制
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生涯学習部 生涯学習部

文化財課 担当係長〔庶務・文化財〕 文化財課 担当係長〔庶務・文化財〕

担当係長
〔収蔵品（考古系）修復調整〕

※令和5年3月31日までの時限的応援体制

担当課長〔収蔵品（考古系）修復調整〕

※令和5年3月31日までの時限的応援体制

【併任先：市民文化局市民文化振興室担当課長〔収蔵品修復調整〕】

【併任先：市民文化局市民文化振
興室担当係長〔収蔵品修復調整〕】
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令和２年４月１日施行

総合教育センター 総合教育センター

総務室 担当係長〔庶務・企画〕 総務室 担当係長〔庶務・企画〕

担当係長〔施設管理〕 担当係長〔施設管理〕

担当係長〔研究支援・事業調整〕
※令和3年3月31日までの時限的応援体制


